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はじめに 

 令和元年（2019年）９月に関東地方に上陸した台風 15号では、東京電力管

内の鉄塔２基の倒壊事故や 1,996本の電柱が倒壊・損傷する事故が生じた。 

これらの事故により、千葉県を中心に最大停電戸数約 93.5万軒の大規模停

電が発生し、全面復旧まで約 2週間を要するなど、長期にわたる大規模停電に

より国民生活や経済活動に甚大な影響を及ぼした。 

こうした事態を踏まえ、電力の安定供給の確保の観点から、台風等の自然災

害による送配電インフラの事故原因を究明し、一層強靱な送配電設備を構築し

ていくことが求められる。 

こうした中、2019年 10月 31日に行われた「総合資源エネルギー調査会 電

力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会/産業構造審議会 保安・消

費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 合同電力レジリエンスワーキング

グループ」にて示された中間論点整理では、鉄塔・電柱の技術基準見直しにつ

いて、専門家による検討を実施することとなった。 

このため、産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委

員会の下に、「令和元年台風 15号における鉄塔及び電柱の損壊事故調査検討ワ

ーキンググループ」（以下「本 WG」という。）を設置し、今般の鉄塔や電柱の倒

壊・損傷等の原因究明や現行の技術基準の適切性、再発防止策について、近年

の自然災害を踏まえつつ、専門的な観点から調査検討を行った。 

これまでの本 WGにおける調査検討によって、鉄塔や電柱の損壊事故に係る

事実関係の整理や事故原因の調査、事故原因を踏まえた現行の技術基準の適切

性、更に今後の対策等について必要な議論が行われ、一定の方向性を得たこと

から、今般、中間報告書としてとりまとめることとした。 

 

引き続き、必要な検討項目について、本 WGにおいて議論を行っていく予定

である。 
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第１章 台風 15 号、鉄塔及び電柱の損壊事故の概要 

 

１．台風 15号の概要 

 令和元年（2019年）９月９日（月）に上陸した台風 15号は、記録的な暴風

となり、関東地方でも建物被害（全・半壊）やがけ崩れ等、甚大な被害が発生

した。 

台風 15号の最大風速は、神津島村で 43.4メートルを観測するなど伊豆諸島

と関東地方南部の６地点で最大風速 30メートル以上の猛烈な風を観測し、関

東地方を中心に 19地点で最大風速の観測史上１位の記録を更新した。 

最大瞬間風速は神津島村で、58.1メートルを観測するなど伊豆諸島と関東地

方南部の３地点で最大瞬間風速 50メートル以上を観測し、関東地方を中心に

19地点で最大瞬間風速の観測史上１位の記録を更新した。 

 

（参考）気象レーダー（上陸時） 
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（参考）期間最大風速（９月７日から９日） 

 

 

（参考）期間最大瞬間風速（９月７日から９日） 
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（参考）台風のこれまでの変化と将来予測について 

気象庁の統計では、「強い」以上の台風（強風域の風速が 33m/s以上）の発

生数に長期的な変化傾向は見られない。 

一方で、IPCC第５次報告書では、地球温暖化に伴い、今世紀末にかけて、世

界全体における熱帯低気圧の最大風速や降水量の増加と、北西太平洋における

強い台風の増加の可能性が示唆されている。 

 

【1977年以降の「強い」以上の台風の比較】 

 
 

【2000～2019年と 2081～2100年の予測平均値の変化率】 
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（参考）倒壊した鉄塔の位置と倒壊方向 

 
（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

 

（参考）倒壊した鉄塔（No.78） 

 

 

（２）電柱の損壊事故の概要 

 台風 15号の影響により、東京電力管内で、計 1,996本の電柱が折損・倒

壊・傾斜等の被害を受けた（被害の多くは、台風の進路の東側の山林部に集

中）。 
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（参考）倒木・飛来物による電柱損壊現場の様子 

 

（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 
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第２章 鉄塔及び電柱の事故原因について 

東京電力ＰＧによる事故原因の調査や解析作業、本 WGにおける議論等を踏ま

え、外部専門家の意見も聞きつつ、事故原因の調査を実施した。 

電柱の倒壊原因など一部不明な点もあるため、引き続き、調査を行っていく。 

 

１．鉄塔の倒壊事故の原因調査について 

倒壊した鉄塔に係る設計の妥当性及び巡視・点検の記録を確認するととも

に、倒壊後の写真やシミュレーションデータ等を確認した。 

 

（参考）今回の鉄塔の倒壊事故の原因調査の調査項目と調査対象 

調査項目 調査対象 

①設計 ■設計図面・計算書 

②巡視点検 ■マニュアル・保安規程等 

■巡視・点検記録 

③損壊状況、メカニズム ■鉄塔基礎、本体の損壊状況 

■架渉線の状況確認 

■鉄塔の倒壊方向と倒木の方向状況  

■風況シミュレーション 

■倒壊メカニズムシミュレーション 等 

 

（１）設計 

鉄塔の設計条件及び設計計算書を確認し、倒壊した鉄塔２基が建設された当

時の技術基準及び民間規程（JEC-127-1965）に基づき、40m/s相当の設計風圧

（鉄塔 330（kgf/m2）、 電線：100（kgf/m2））を設定し、各部材の応力計算値に

ついて十分な許容応力を満たすことを確認した。 
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（参考）保安規程 

 

（参考）倒壊した No.78、No.79の巡視点検記録 

  

（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

 

（参考）No.77、No.80の巡視点検記録 

 

 
（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 
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（３）鉄塔の倒壊状況・メカニズム 

①鉄塔の倒壊状況 

関連する図面・写真を確認し、倒壊した鉄塔下部の損傷形態から、No.78、

No.79の鉄塔下部の座屈が生じていることが確認された。 

また、鉄塔全体の状態を確認したところ、ボルトの破断等の他の倒壊要因は

確認されなかったことから、鉄塔下部の座屈が倒壊を引き起こした要因である

可能性が高いことを確認した。 

 

（参考）鉄塔の倒壊の様子 

No.78鉄塔 No.79鉄塔 

  

（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 
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（参考）倒壊した鉄塔下部の座屈状況（No.78鉄塔） 

 

 
（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

 

（参考）倒壊した鉄塔下部の座屈状況（No.79鉄塔） 

 

（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 
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③送電線の状況 

倒壊後の送電線の写真を確認し、展望台との接触により No.78鉄塔の一部で

切断が認められたものの、その他の送電線は事故当時、健全であったことを確

認した。 

 

（参考）送電線の状況 

No.78鉄塔 No.79鉄塔 
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⑤風況シミュレーション 

東京電力ＰＧは、気象庁の数値予報モデルを活用した、台風 15号の再現気

象シミュレーションを実施し、更に倒壊場所から風上側 6kmを領域とした気流

シミュレーションを行い、局地的な地形の影響を計算した結果、南南東の風に

おいて鉄塔 No.77～78付近で顕著な増速が発生することを確認した。 

また、計算結果の再現について、鉄塔倒壊想定時刻付近で、勝浦ウィンドプ

ロファイラの風向・風速の観測結果を再現していることを確認した。 

 

（参考）現地風速の推定 

 
 

         

（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 
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（参考）観測所における風速・風向の観測結果とシミュレーション結果の比較 

 

 
（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

  

また、気象シミュレーションで得られた結果を基に、流入境界条件として高

さ方向に分布させた風速を設定し、気流シミュレーションを実施した。結果と

して、倒壊した No.78鉄塔付近で局地的に風が強められた可能性を示唆する結

果となった。 

更に、倒壊した鉄塔の周辺の地形を分析した結果、台風による強い風が風上

側にある標高の高い丘で増速され、送電線手前の急斜面により更に増速した可

能性が指摘された。 
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（参考）現地風速の推定結果 

 

（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

 

（参考）損壊事故現場周辺の地形 

（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

 

⑥倒壊メカニズム 

倒壊メカニズムのシミュレーションに先立ち、送電線の動的な最大応答を静

的に求める方法（等価静的解析）と動的解析との比較を東京電力ＰＧが実施し

た。その結果、No.79鉄塔は、等価静的解析の応力が動的解析による応力とほ
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倒壊した鉄塔２基は、電気事業法に基づき、昭和 46年（1971年）10月に工

事計画届出、昭和 47年（1972年）７月に使用前検査に合格した。令和元年

（2019年）９月に倒壊鉄塔の設計並びに巡視・点検記録を確認した結果、鉄塔

及び基礎ともに「電技」に基づく強度を満足している設計であり、また巡視・

点検は保安規程で定めた頻度、方法で実施され、過去５年の記録で電気設備の

技術基準に抵触する恐れのある異常は無かったことを確認した。 

更に、損壊した鉄塔の材料調査は規格強度を満足する結果であった。加え

て、基礎の試掘調査では、基礎体の損傷が起因となり鉄塔倒壊に至った痕跡は

発見されなかった。 

倒壊鉄塔近傍の気象・気流シミュレーションを行い現地風速を推定した結

果、木内線№77～№78において南南東の風上地形の影響で著しい増速を確認し

た。この結果を用いて等価静的手法で算出した応力は№78において降伏点を上

回る結果となった。 

以上から、木内線№78鉄塔は№77～№78の急斜面で風が著しく増速したこ

とにより、応力が降伏点を上回り部材が座屈し、その後 No.79を引き倒しなが

ら倒壊したものと推定された。 

  



22 
 

（参考）関東産業保安監督部による立入検査の実施（鉄塔） 

関東産業保安監督部は、東京電力ＰＧに対する電気事業法第 107条に基づく

立入検査を実施。巡視・点検記録等の書類の検査や鉄塔の倒壊現場の実地検査

を行い、同社の自主保安体制や損壊した鉄塔の状況等を確認した。 

併せて、鉄塔倒壊の原因究明・再発防止を指示。また、台風 19号上陸の際

には予め、倒壊した鉄塔の撤去等の安全確保に係る対策を確認・指導した。 

 

 

 

 

  



23 
 

 

２．電柱の損壊事故の原因調査について 

損壊等した電柱についても、設計の妥当性及び巡視・点検記録を確認すると

ともに、倒壊後の写真等のデータを確認した。 

 

 

（参考）電柱の損壊事故の原因調査の調査項目と調査対象 

調査項目 調査対象 

①設計 ■設計図面・計算書 

②巡視点検 ■マニュアル・保安規程等 

■巡視・点検記録 

③損壊状況、メカニズム ■改修工事に当たり作成した図面や写真 

■改修管理表 

■現場調査表 

 

（１）設計 

東京電力ＰＧでは、技術基準における規定の日本工業規格（JIS）準拠の電

柱を使用する調達マニュアルを運用しており、納入業者に対して、数年に 1

度、品質管理の審査を実施。同マニュアルには以下が規定されており、従来よ

りマニュアルに則った運用が行われていることを確認した。 

① 納入品の規格名を指定。 

② 納入品サンプルに対して、日本工業規格準拠の強度試験による安全率

（コンクリート柱：2.0、鉄柱：1.5）1、を算定し、成績書と併せて納

入。 
上よ 風 重 設定 根入 地盤 補 等 工 よ 術 準 け 規定 満 よ 設 て 推定

 

  

                                                   
1 東京電力ＰＧにおいて、現在、木製の電柱（木柱）は新設していないため、マニュアル

上の規定はない。 
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（２）巡視・点検 

損壊した 1,996本の電柱の巡視点検記録について、点検回数・点検内容・点

検方法の妥当性を確認し、巡視・点検がマニュアル等に基づき実施されている

ことを確認した。 

 

（参考）保安規程 

 

（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

 

（参考）電柱の巡視点検記録 

 

（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

 

（３）損壊事故の原因 

①損壊事故の原因調査 

折損・倒壊等した電柱 1,996本の被害原因について、1,579本については折

損・倒壊時の図面・写真や改修管理表により事故原因（①風による倒木や建物

倒壊に伴う二次被害、②飛来物による二次被害、③地盤の影響（崖崩れ等））

を整理した。一方、残り 417本については、事後的に現場調査を行い、周辺の

状況（倒木の有無等）や、一部は地域住民へのインタビュー等を基に原因を推

定しているものである。これらについて、損壊後の写真や図面等のデータを活

用した損壊原因の分析を実施した。 
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（参考）電柱の事故原因の判定の内訳 

損壊原因の判定方法 判定の根拠としたもの 

損壊した電

柱の全数

1,996本 

原因が明確な

もの 

1,579本 

停電復旧や巡視等を実施

した現地出向者が損壊の

原因を判断 

図面・写真 1,182 本 

改修管理表 89本 

上記以外 308本 

・[千葉エリア以外]拠点で停

電復旧対応にあたった部署

から被害状況の報告を書面

で受領（246本） 

・[千葉エリア]停電復旧や巡

視等を実施した現地出向者

から口頭で聞き取り（62

本） 

原因を推定し

たもの 417本 

現地調査により、倒木や

損壊した家屋の有無など

の周辺状況から原因を推

定（一部地域の方にイン

タビューした結果も含

む） 

現場調査結果 

417本 

 

改修工事にあたり作成した図面や写真を確認した結果、損壊原因が二次被害

（下図は、倒木、飛来物の事例）であることを確認したものが 1,976本あり、

20本の電柱については、現存するエビデンスで原因が特定されていない、ある

いは推定された原因が二次被害だと断言できるものではなかった。 
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（参考）図面・写真の一例 

 

（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

 

（参考）改修管理表の一例 

 
（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

 

（参考）現場調査表の一例 

 
（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 
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（参考）電柱の損壊事故で二次被害が原因と断定できない例 

下の現場調査表については、隣接する家屋の屋根と壁の破損に由来する「飛

来物による折損」とされている。一方、折損直後の写真では、電柱は根元から

完全に破断している。折損の状態から、住宅間の隙間を通過する突風による折

損の可能性を精査する必要があると考えられる。 

 

【現場調査表（原因：飛来物による折損）】 

 
（出所）東京電力パワーグリッド株式会社 

 

【折損直後の写真】 
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（参考）沿岸部の電柱損壊率の評価 

東京電力ＰＧは、風圧と電柱の折損の関係を評価するため、風の影響を直接

的に受けやすいと考えられる沿岸部(海岸線から約 200m)と、千葉全域における

電柱の折損数を農地や森林などの土地利用種別ごとに集計した。更に、同様に

田、農地、荒地、公園緑地、河川湖沼等のエリアについて折損率を比較した。 

その結果、沿岸部の折損率は 0.17％、千葉県全域の折損率は 0.11%と著しく

低く、また有意な差は見られなかった。 

風が強い沿岸部で折損率が高くないことから、電柱損壊の主な原因は飛来物

や倒木などの二次被害であると考えられている。 

 

（参考）関東産業保安監督部による立入検査の実施（電柱） 

電柱の損壊事故原因究明のため、電気事業法第 107条に基づく立入検査を東

京電力ＰＧに対し実施した。点検記録・マニュアル等の書類を検査するととも

に、同社による巡視点検に立会い、規程通りに巡視点検が行われており、千葉

県内の電柱 100万本の保安体制が確立されていることを確認した。 

併せて、電柱の損壊原因の多くが倒木・飛来物等による二次被害の影響との

報告を踏まえ、巡視点検時に二次被害発生リスクの評価、それを踏まえた樹木

の事前伐採等被害低減のための取組を要請した。 

 

 
 

②損壊事故の原因が特定できなかった電柱の追加調査 

損壊原因が確定できなかった 20本の電柱について、東京電力ＰＧにより追

加調査を実施した。その結果、現地調査や周辺住民からの情報収集により、18

本の電柱について原因の確定に至った。 
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（参考）再調査により原因の特定に至った例 

 

 

（参考）原因の特定に至っていない例 

 

 

３．事故原因の現状分析結果について 

（１）鉄塔 

調査の結果、鉄塔で座屈が生じた原因は、基本的には強風が主要因であるこ

とが推察される。 
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一方で、現状は風況シミュレーション、倒壊メカニズムのシミュレーション

の前提条件等が明確ではないことが有識者から指摘されている。 

 

（参考）風況シミュレーション結果における有識者からの指摘等 

 気流シミュレーションの解析領域として、風上から６kmであるが、十分

な領域であるか。 

 広域の数値解析からの流入風の特性として、風向の変化、風速の変化や

乱れの特性は十分に考慮されているか。 

 鉄塔・送電線に最大瞬間風速をどのように分布させて風荷重を評価して

いるのか（位相差、時間差の設定）。 

 風洞実験等により、シミュレーション結果の実証を行うことが望まれ

る。 

 

（参考）倒壊メカニズムのシミュレーション結果における有識者からの指摘等 

 前後径間で同様の風速条件としているが、どのような場合を想定したの

か。 

 乱れ強さが高さ方向にほぼ一定値（約 0.15）であるが、これはどのように

設定したのか。 

 鉄塔両端の電線長に２倍の差があり、径間風荷重のアンバランスある可能

性もあり、今後シミュレーション結果よりその影響を確認することが望ま

れる。 

 動的応答を考慮した場合の風荷重は、等価静的計算に比べて、大きくなる

場合と小さくなる場合があるようだが、これは、不確定性の一種と考えて

よいのではないか。そうだとするならば、この不確定性が、どの程度の変

動幅を有しているかを評価すべきではないか。今回の原因から動的応答の

影響は除かれているが、要因の可能性としては入れておいても良いのでは

ないか。 

 一部の部材の座屈に起因して鉄塔が即座に構造体として倒壊するのか、あ

るいはある程度の余裕度があるのかを非線形解析を行い確認し、鉄塔の構

造体としてのロバスト性・冗長性を確認する必要がある。 

 

以上の指摘を踏まえ、今後は風況シミュレーションの専門家を交え、以下の

課題を明確化し、さらなる原因調査を行うことが望まれる。 

 

 今回、生じた強風は、どのような特徴を有するものか（乱れ強度、最大

瞬間風速）。 
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 なぜ、この地形において、このような強風が生じたのか。 

 今後の技術基準の改訂を見据え、このような強風が生じる地形の類型化

は可能なのか。 

 

（２）電柱 

電柱の折損の原因は、倒木、飛来物、土砂の流出による傾斜等の二次被害が

大半であると推定される。一方、2本の電柱については、現存するエビデンス

で原因が特定されていない、あるいは、再調査の結果においても原因が確定で

きなかった。引き続き、外部専門家による調査を継続している。 

 

４．現地調査の実施について 

台風 15号により倒壊した千葉県君津市にある東京電力ＰＧ木内線の鉄塔

（No.78、79）の現場確認、鉄塔・電柱の保全・復旧工事等を行っている東京

電力ＰＧや工事業者へのヒアリング調査等を実施することにより、鉄塔・電柱

の損壊事故の原因調査の深掘りを行った。 

 

（参考）現地調査概要 

項目 内容 

調査日時 令和元年（2019 年）11月 10日（日）13：45～16：30 

参加者 横山座長、石川委員、木本委員、熊田委員、松井委員 

※事務局（経済産業省電力安全課長）、関東産業保安監督部長等が同行 

先方対応者 東京電力パワーグリッド株式会社技監、工務部、配電部 

株式会社 TLC の現場責任者 

調査内容 ①鉄塔の倒壊事故の現場調査 

②保全・復旧工事等を行った東京電力パワーグリッド株式会社等へのヒ

アリング調査 

③ 鉄塔・電柱の損壊に関する写真・記録データの確認 

 

現地調査の時点では、保全・復旧工事のため、倒壊した鉄塔及び送電線は除

去されていたことから、東京電力ＰＧ及び関東産業保安監督部による鉄塔倒壊

時の写真等を基にした説明を聴取した。現地調査では、局地的な風が吹いた可

能性、鉄塔の基礎部分の施工状況等についても東京電力ＰＧや工事会社等から

ヒアリングを実施した。 
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（参考）現地調査の様子 

 

 
 

 

 

（参考）現地調査における委員からのご意見等（鉄塔） 

委員からは主に、鉄塔の設計内容や局地的な風速上昇の可能性に関する指摘

があった。 

 

項目 委員からのご意見等 

鉄塔の倒壊について ・鉄塔の上部構造に破損箇所や部材の腐食等はなかったのか。 

・No.79 鉄塔の方が、送電線に角度がついており、張力も大きくな

っているのではないか。 

・No.78 鉄塔の下部部分の部材の損傷が激しい。また、No.79 鉄塔

も根本から大きく変形している。 

・倒壊した鉄塔付近では、樹木の損壊がひどく、大規模。樹木が

倒れた向きの鉄塔の倒壊と同様の方向であり、付近で風がかな

り加速されたおそれがある。 



34 
 

項目 委員からのご意見等 

・平成３年台風 19号後に、各電力会社は鉄塔の特殊箇所を考慮し

た対策を講じるようになったが、今回倒壊した鉄塔について何

らかチェックは行ったのか。 

確認データ ・事故当時の鉄塔周辺の気象データ（アメダス等）はないのか。 

・設計書に基づき、各部材への負荷も含めた鉄塔の強度検証は行

ったのか。 

 

（参考）現地調査における委員からのご意見等（電柱） 

委員からは、主に事故記録の保存・共有の方法や損壊原因について指摘があ

った。 

 

項目 委員からのご意見等 

設計諸元等 ・電柱の強度設計で考慮すべき諸元を明確にすべき。 

・他社の通信線も含め電柱の強度設計は考慮しているのか。 

損壊原因 ・損壊した 1,996 本の事故原因のデータ、特に事故状況を記録し

た写真は全てそろっているのか。 

・損壊した 1,996 本のうち、現場の写真等がないものも存在。現

時点で原因が明確ではないものもあるのではないか。 

・（電線の近くに）飛来物が落ちていても、それが原因か分からな

いのではないか。海から強い風が吹いて、電柱の損壊に影響が

なかったか確認すべき。 

・1,996 本の中には、倒木等で停電に直接影響を与えたもの以外

に、保安上の観点から取替えを行ったものもあるのではない

か。 

気象の影響 ・気象条件が時々刻々変化する中、配電設備の損壊状況は時系列

的に分からないのか。 

・一般的に風速が強い海岸付近で倒壊した電柱は少なく、山間部

が多い印象。 

停電の原因 ・電線の断線や屋根等の飛来物が電線に接触し、短絡を起こして

停電したものもあるのではないか。 

 

５．東京電力パワーグリッド株式会社による事故原因調査検討について 

（１）鉄塔 

①検討体制 

(a) 「66kV木内線鉄塔倒壊事故調査検討委員会」並びに作業会の設置 
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台風 15号による 66kV木内線の鉄塔倒壊事故を受け、事故原因の解明及び再

発防止対策を検討するために、東電ＰＧ内に同社技監を委員長とし、社外専門

家を顧問とする「66kV木内線鉄塔倒壊事故調査検討委員会」（以下、「東電委員

会」）を設置している。 

東電委員会では、事故原因等の検討内容に応じて、必要により更に委員以外

の参加を求めることとしている。また、委員会下部組織として送電技術担当を

主査とする作業会を設置している。 

 

(b) 東電委員会の構成 

顧 問 大熊 武司 神奈川大学 名誉教授 

  加藤 央之 日本大学 文理学部地球科学科教授 

  高橋  徹 千葉大学 構造安全計画教育研究領域教授 

委員長 東京電力パワーグリッド株式会社技監 

委 員 東京電力ホールディングス株式会社経営技術戦略研究所 

東京電力パワーグリッド株式会社工務部長 

東京電力パワーグリッド株式会社工務部送変電建設センター所

長 

  東京電力パワーグリッド株式会社工務部 送電技術担当 

  東京電力パワーグリッド株式会社工務部 土木技術担当 

東京電力パワーグリッド株式会社工務部送電グループ 送電設

備保全担当 

  東京電力パワーグリッド株式会社木更津支社長  

幹 事 東京電力パワーグリッド株式会社工務部 送電グループマネー

ジャー 

東京電力パワーグリッド株式会社工務部 流通土木グループマ

ネージャー 

 

(c) 各開催状況・活動状況 

東電委員会の開催状況は以下のとおりである。 

 

（参考）東電委員会の開催状況 

回 開催日程 主な議題 

１ 2019年 9月 30日（月） ①事故当時の気象 

②事故概要 

③設備及び周辺の被害状況 

④被害鉄塔の施工及び保守管理の確認結果 
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回 開催日程 主な議題 

⑤倒壊鉄塔の既設計確認結果 

⑥倒壊鉄塔の耐風性能評価結果 

⑦倒壊鉄塔付近の風速推定結果 

２ 2019年 10月 29日（火） ・検討状況説明及び審議 

①台風 15号と 19号の気象比較結果 

②倒壊鉄塔付近の風速推定結果 

③推定風速による応力解析結果（鉄塔倒壊メ

カニズムの検討） 

④基礎の試掘調査結果 

⑤電線損傷箇所調査結果 

３ 2019年 11月 11日（月） ①台風 15号と過去の台風との比較 

②鉄塔倒壊メカニズムの解明 

③局所風をもたらした地形的な特徴に関する

考察 

④再発防止対策の方向性検討状況 

４ 2019年 11月 29日（金） ①気流解析結果の追加報告 

②倒壊メカニズムの解明 

③鉄塔倒壊原因と対策（中間報告） 

５ 2019年 12月 13日（金） ①再発防止対策案 

②事故報告書案 

 

②検討事項 

東電委員会における調査検討事項は以下のとおりである。 

 

（参考）調査検討事項 

項目 内容 

事故状況の把握 ・事故当時の気象と事故概要 

・設備の被害 

・周辺の被害状況（倒木など） 

・製作、施工及び保守管理状況 

・鉄塔の既設設計確認 

・基礎の既設設計確認 

事故原因の解明 ・倒壊鉄塔付近の風速の推定 

・推定風速による応力解析 

・基礎の試掘調査、評価 
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項目 内容 

・倒壊メカニズムの解明 

再発防止対策の確立 ・既設設備の対策方針作成 

・新設設備の対策方針作成 

 

③各検討内容の詳細、結論 

東電委員会における各調査検討により、今までに把握・判明された内容は、

第１～３回本ワーキンググループにおいて説明されている。 

 

（２）電柱 

①検討体制 

(a) 「電柱損壊事故調査検討チーム」の設置 

台風 15号による東京電力管内で発生した電柱損壊事故を受け、事故原因の

解明、損壊電柱の保全状況確認及び本ワーキンググループへの情報提供等を行

うために、東京電力パワーグリッド株式会社配電部内に同社配電部長を主査と

する「電柱損壊事故調査検討チーム」（以下、「調査検討チーム」）を設置して

いる。 

また、配電部内メンバーについては、適宜、調査検討チームの指示に基づ

き、検討調査に協働している。 

 

(b) 調査検討チームの構成 

主 査  東京電力パワーグリッド株式会社配電部長 

副主査  東京電力パワーグリッド株式会社配電部長代理 

メンバー  東京電力パワーグリッド株式会社配電部 配電設計グループマ

ネージャー 

東京電力パワーグリッド株式会社配電部 配電技術グループマ

ネージャー 

東京電力パワーグリッド株式会社配電部 配電エンジニアリン

グセンター保全高度化グループマネージャー 

 

(c) 各開催状況・活動状況 

調査検討チームは、令和元年（2019年）10月１日に設置され、隔日で活動

し、必要に応じ随時対応を行っている。 

 

②検討事項 

調査検討チームの実施項目及び内容は以下のとおりである。 
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(a) 損壊した電柱の保全記録確認 

損壊した 1,996本の電柱について、保安規程に定められている巡視の記録及

び点検結果を集約し確認している。 

 

(b) 損壊原因の記録に関する調査 

各事業所から報告された損壊原因を確認するとともに、千葉県域の各事業所

及び工事会社へ出向き、保管されている台風通過直後の巡視記録、図面、写真

などの書類の確認及び収集を実施している。 

 

(c) 現地調査 

(b)で損壊原因が特定できなかった 417本の電柱について、現地に出向き、

残された痕跡に関する情報収集及びその情報に基づいた損壊原因を推定してい

る。 

 

(d) 現地出向者に対する損壊原因に関するヒアリング 

(c)で損壊原因の推定をした 417本の電柱について、各事業所に対してヒア

リングを実施し、現地の被害状況を直接確認した社員から損壊原因に関する情

報を収集している。 

 

(e) 損壊状況及び原因に関する分析 

電柱の損壊状況及び損壊原因に関する、以下の分析を行っている。詳細は③

に示す。 

 

a. 施設年、エリア別の損壊状況の評価 

b. 倒木や飛来物が電柱に与える影響 

c. 損壊した撤去柱の調査 

 

(f) 経営への報告 

調査検討チームの活動内容及び調査結果については、経営層へ、適宜報告を

実施している。 

 

(g) その他 

本ワーキンググループからの要請への対応を随時行っている。 

 

③各検討内容の詳細、結論 
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(a) 損壊した電柱の保全記録確認 

損壊した 1,996本の電柱の保全履歴を確認したところ、保安規程に基づく保

全が適切に実施されていたことを確認した。 

 

(b) 損壊原因の記録に関する調査（台帳、設計図面等の確認） 

各事業所から報告された損壊原因を確認するとともに、千葉県域については

要員が各事業所及び工事会社へ出向き、停電復旧や巡視などを実施した。 

現地出向者が判断した記録を確認、その結果、損壊原因が倒木・建物の損壊

や飛来物、地盤の影響による二次被害であることを確認した。 

 

(c) 現地調査 

(b)で損壊原因が特定できなかった 417本の電柱について、本社要員を後日

現地へ派遣し、現場調査を実施した結果、二次被害であることを推定した。 

 

(d) 現地出向者に対する損壊原因に関するヒアリング 

(c)で損壊原因の推定をした 417本の電柱について、各事業所の現地出向者

に対してヒアリングを実施したところ、138本の電柱について損壊原因（二次

被害）が判明した。 

 

(e) 損壊状況及び原因に関する分析 

a. 施設年、エリア別の損壊状況の評価 

 損壊した電柱に特定の年代に集中するような特異性はなかった。 

 沿岸部で損壊した電柱の周囲環境を調査した結果、近隣の同じ環境に施

設された電柱には被害が見られなかった。 

 風の影響を直接的に受けやすい沿岸部と他のエリアの折損率を比較した

結果、有意な差は無かった。 

b. 倒木や飛来物が電柱に与える影響 

 倒木については、目通し 50cmの樹木が電線に３本倒れ、かつ風速 30m/s

の風が加わると電柱が折損する恐れがあることがわかった。 

 飛来物については、2.25m×15mの飛来物が電線にかかり、かつ風速

30m/sの風が加わると電柱が折損する恐れがあることがわかった。 

c. 損壊した撤去柱の調査 

 損壊した電柱の調査において、鉄筋の錆により強度が低下していた電柱

はなかった。 
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(a)～(e)の結果に基づき、東京電力ＰＧにおいては、損壊した 1,996本の電

柱は、倒木・建物の損壊や飛来物、地盤の影響による二次被害であると判断し

ている。 
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第３章 技術基準の適切性について 

 

１．現行の鉄塔・電柱に係る技術基準 

（１）電気事業法第 39 条に基づく電気設備の技術基準 

電気事業法第 39条に基づく電気設備の技術基準（以下、「技術基準」とい

う。）に基づき、架空電線路の支持物（鉄塔・電柱）の材料及び構造は、引張

荷重や風圧荷重等を考慮し、倒壊のおそれがないよう安全なもの、であること

を求めている。 

 

（参考）電気設備の技術基準（抄） 

【支持物の倒壊の防止】 

第 32条 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造（支線を施

設する場合は、当該支線に係るものを含む。）は、その支持物が支持する

電線等による引張荷重、風速四十メートル毎秒の風圧荷重及び当該設置場

所において通常想定される気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影

響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。

ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、

その施設場所を考慮して施設する場合は、風速四十メートル毎秒の風圧荷

重の二分の一の風圧荷重を考慮して施設することができる。 

２ 特別高圧架空電線路の支持物は、構造上安全なものとすること等により

連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。 

 

（参考）電気設備の技術基準の解釈（抄） 

【架空電線路の強度検討に用いる荷重】（省令第 32条第 1項） 

第 58条 架空電線路の強度検討に用いる荷重は、次の各号によること。 

一 風圧荷重架空電線路の構成材に加わる風圧による荷重であって、次の

規定によるもの 

イ 風圧荷重の種類は、次によること。 

(イ) 甲種風圧荷重 58-1表に規定する構成材の垂直投影面に加わる圧

力を基礎として計算したもの、又は風速 40m/s以上を想定した風洞

実験に基づく値より計算したもの（例、鉄塔 2,840Pa等） 

（略） 

五 常時想定荷重 架渉線の切断を考慮しない場合の荷重であって、風圧

が電線路に直角の方向に加わる場合と電線路に平行な方法に加わる場合

とについて、それぞれ 58-4表に示す組合せによる荷重が同時に加わるも
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のとして荷重を計算し、各部材について、その部材に大きい応力を生じ

させる方の荷重 

 

（参考）電気設備の技術基準の解釈における風圧荷重の例 

 

 

（参考）電気設備の技術基準の解釈における組合せによる荷重の例 

 

 

（２）鉄塔・電柱に係る風圧荷重の技術基準の変遷 

鉄塔・電柱に係る風圧荷重の技術基準に関しては、明治 44年（1911年）に

制定された電気工事規程において、「風圧荷重」の概念が初めて導入された。  
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その後、昭和７年（1932年）に改正された電気工作物規程の解説において、風

速について、「基準風速を 40m/秒」と定めている記載が確認されている。 

その後、昭和 40年（1965年）の電気事業法の制定と同時に、電気設備の技

術基準（省令）の解説の策定時に、当時の民間規程（JEC-127（1965））を参考

に「40m/秒の風圧荷重」を規定したと推察される。 

更に、平成９年（1997年）の電気設備の技術基準（省令）の改正において、

「風速 40m/秒の風圧荷重」が技術基準の本体に明記された。 

 

（参考）鉄塔・電柱に係る風圧荷重の技術基準の変遷 

 

 

（３）送電用鉄塔設計標準 JEC-127（1965） 

鉄塔の耐用年数から考えて、再現期間 3を 50年に設定し、４～11月（高温

季）、12月～３月（低温季）に分けて、地上 15mにおける各地の風速の等値線

をもって図示した風速分布図を参照し、一般地域の基準風速を 40m/sと定め

た。 

 

  

                                                   
3 一定の強度をもった自然現象（台風・豪雨など）が再び発生するまでの期間。 
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（参考）風速分布図（４月～11月（高温季）） 

 

(出所)平成 16年技術基準適合評価委員会 報告書より引用（社団法人日本電気協会適合評価委員会） 

 

（４）技術基準における風速 40m/s の考え方 

技術基準の設計風速、鋼材の許容応力度は、電気学会の標準規格（JEC-127-

1965）「送電用鉄塔設計標準」に基づいている。 

JEC-127-1965「送電用鉄塔設計標準」では、10分間最大平均風速と鉄塔の構

造安全率を採用することで、最大瞬間風速の荷重に対応している。 

 

（参考）技術基準の解釈 57条解説 

本条の規定は、鋼材の許容応力、細長比などについては、電気学会電気規格

調査会標準規格 JEC-128-1965「送電用鉄柱設計標準」及び電気学会電気規格

調査会標準規格 JEC-127-1965「送電用鉄塔設計標準」に基づくものである。 

 

（参考）電気学会電気規格調査会標準規格 JEC-127-1965「送電用鉄塔設計標

準」説明書 

18.設計風速 

ある規模をもつ構造物に対して、最大の荷重を与える瞬間風速は、どの程度

の継続時間をもつものであるか、いいかえれば何秒間の平均風速に相当する
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ものであるかは、なお明らかでない。したがって、鉄塔の設計風速として

は、わが国の気象観測記録より、最も長い歴史をもち、データの豊富な 10

分間最大平均風速に相当するものをとり、現段階では判然としない最大瞬間

風速の荷重の増加には、鉄塔の構造安全率で対応させることとした。 

 

31.鋼材の許容応力度 

諸外国の規定あるいは、国内他学会の動向も参照して、常時設計応力に対し

て安全率を 1.5に定めた。～略～ここでいう安全率の値は、鋼材の下限降伏

点をもった個材の降伏点応力度ないし座屈応力度に対して許容応力度が有す

べき安全率の値を示すものであり、大半の部材の降伏点がその下限規格値を

大幅に上まわり（一般構造用鋼材では 20%程度）、しかも、骨組みとして構成

された鉄塔の構造安全率は、ここで定めた安全率の値よりかなり大きいこと

が期待され、JEC-127によって設計された鉄塔について、これまでに実施さ

れた実大実験の結果では、その破壊荷重は、常時設計荷重の 1.8～2.0 倍ま

たはそれ以上を示している。 

 

（５）局地風に対する対応 

鉄塔について、台風の襲来頻度が多い地域では個別の基準風速を設定、若し

くは地形的な条件により風速が増加する特殊箇所においては、JEAC6001(JESC 

E0008)「架空送電規程」に基づき、局地風況シミュレーションや観測データを

用いた解析による強風設計を実施。 

 

（参考）基準風速の個別設定（鉄塔） 

 

（出所）電気事業連合会 
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（参考）JEAC6001(JESC E0008)「架空送電規程」（抄） 

第６－２条解説 

台風の襲来ひん度が多く、強風が発生する地域において、電線路のルート

選定を行うに当たっては、地元における経験や気象関係の知見を参考とし

て、地形的な条件により風速が増加する特殊な地形箇所の把握に努め、極力

このような箇所を回避するよう努めることが望ましい。特に以下のような特

殊地形箇所において、慎重な配慮が必要である。参考として、平成 3年 9月

の台風 19号による被害箇所の特徴を別表 17に示す。 

ア．従来から強い局地風の発生が知られる地域における稜線上の鞍部等、

風が強くなる箇所（山岳部の特殊箇所） 

イ．主風向に沿って地形が狭まる湾の奥等の小高い丘陵部にあって収束し

た風が当たる箇所（海岸周辺の特殊箇所） 

ウ．海岸近くで突出している斜面傾度の大きな山の頂部等、海からの風が

強まる箇所（海岸周辺の特殊箇所） 

工．岬・小さい島等、海を渡る風が吹き抜ける箇所（岬・島しょ部の特殊

箇所） 

（略） 

別表 17 平成３年９月の台風 19号による被害箇所の特徴 

台風による強風が局地的に強められる特殊箇所に施設する鉄塔の強風時荷

重等、第 6-2条解説に記載した平成３年９月の台風 19号による被害箇所で

は以下のような特徴が認められるので、特に留意する必要がある。 

(1) 山岳部の特殊箇所 

標高 800m程度以上の山岳部において、東西方向にのびる稜線上を稜線と

ほぼ平行に線路が走行し、南に風の収束しやすい地形、北側に風の吹き下ろ

す平野部があり、台風時の強風が局地的に強められる箇所 

(2) 海岸周辺の特殊箇所 

南又は南西側の海岸から４km程度以内で、傾斜度 0.2程度以上の急傾斜地

の頂部付近であって、標高 200m程度以上の箇所 

(3) 岬・島しょ部の特殊箇所 

主風向方向の陸地の幅が 2km程度以内の岬又は島しょ部にあって、主とし

て切り通し又は鞍部等の風が収束しやすい地形の箇所 
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町村別の基準風速を用いる。」と定められており、地域の実態に応じた風の強

さを考慮している。 

 

（参考）市町村別の基準風速マップ（平成 12年建設省告示第 1454号） 

 

（出所）一般社団法人・日本エクステリア工業会ホームページ 
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（参考）諸外国の規格における設計風速（鉄塔）について 

諸外国では、鉄塔の基準風速の設定に当たり地域別の基準風速や観測値を適

用している。 

 

 

（参考）諸外国の規格における設計風速（電柱）について 

 諸外国では、電柱については、地域別の基準風圧を適用している。また、諸外

国では、木柱も多く存在するが、その安全率はコンクリート柱や鉄柱より高く設

定している事例が多い。 
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第４章 今後の対策について 

 

１．鉄塔 

 

（１）現行の技術基準の適切性 

令和元年（2019年）台風 15号により倒壊した鉄塔２基は、現行の技術基準

で求められる風圧荷重 40m/s（10分間平均風速）を満たすよう設計されていた

ものの、特殊な地形による突風（最大瞬間風速約 70m/s、10分間平均風速約

50m/s）により、当初の設計強度を大きく上まわる荷重が発生し、先に No．78

鉄塔が倒壊し、それに引っ張られる形で No．79鉄塔が倒壊したと推定され

る。 

 

（２）対応の方向 

現行の技術基準について、以下の３点を規定する形で見直しを検討する。 

 

① 現行の基準風速 40m/s を維持するとともに、40m/s について「10 分間平均」

を明確化 

② 地域の実情を踏まえた基準風速を適用すること 

③ 特殊箇所を考慮すること（JEAC6001(JESC E0008)「架空送電規程」に記載の

従来の３類型に加え、今回の類型を追加） 

 

更に、鉄塔周辺の風況・風向等について、より精緻に把握するためのセンサ

ーの設置や様々な気象データの収集等について検討する。 

 

（３）地域の実情を踏まえた基準風速（地域風速）の適用 

地域の実情を踏まえた基準風速（地域風速）を技術基準に適用するため、ま

ずは各地域の地域風速の設定が必要であり、今後、本 WGにおいて具体的に検

討していく予定である。地域風速の設定の検討に当たっては、最新の知見や技

術等を適切に反映することが重要である。 

＜検討のポイント＞ 

 設定する地域の粒度（市町村別、メッシュ、鉄塔ごと 等） 

 再現期間（50年、100年、等） 

 データ集計数 

 計測高さ（10m、15m、等） 

 風速の風圧荷重への変換係数（安全率、ガスト影響係数） 

 更新頻度 
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（参考）風速の荷重変換に係る係数の考え方について 

技術基準では、基準風速を 10分間平均 40m/sと定め風圧荷重に換算してい

るが、突風等による瞬間的な応力の影響は、安全率（1.5）を高く設定して対

応するという考え方を採用している。 

一方で、地域風速を適用している建築基準法等においては、基準風速として

地域別風速を 10分間平均で定めた上で、突風等による影響はガスト影響係数

(高さ 40ｍで 1.8～2.3)を採用している。今後、技術基準に地域風速を取り入

れる場合には、安全率とガスト影響係数の整理が必要である。 

 
 

（４）今般の鉄塔の倒壊事故に係る特殊箇所について 

東京電力ＰＧによる今般の鉄塔倒壊事故の要因となった地形の分析結果では、

台風による強い風が風上側にある標高の高い丘で増速され、送電線手前の急斜

面により更に増速した可能性が指摘されている。このような地形は、現行の民間

規程でも「特殊箇所」として類型化されていないため、今般判明した新たな特殊

箇所についても類型化・定義化に向けた検討が必要である。 

また、既存の鉄塔の設計においては、今般の鉄塔の倒壊事故の要因となった

「特殊箇所」の影響は考慮されていないことから、全国の電力会社の鉄塔につい

て、今般の鉄塔の倒壊事故の要因となったものと同様の「特殊箇所」の影響の有

無について改めて確認し、仮に鉄塔の強度等に問題があれば必要な補強工事等

の対策が必要と考えられる。 

したがって、「特殊箇所」の類型化・定義化の作業を速やかに行い、完了次第、

経済産業省から各電力会社に総点検の指示を出すことも考えられる。 
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（参考）東京電力ＰＧによる特殊箇所（案） 

  台風の主風向となる風上側 8km以内に傾斜度 0.2程度以上かつ標高差 200m

以上の山等があって、かつ直近に傾斜度 0.2程度以上かつ標高差 50m以上の

急斜面の頂部付近である箇所 

 

（５）鉄塔の強度対策について（建て替え、改修等） 

鉄塔の総点検の結果、鉄塔の補強等の対策が必要となった場合、鉄塔の建て替

えは長期間の送電停止に伴う供給信頼度の低下、費用や用地の確保等が課題と

なるため、短期間で低コストな補強等の工法についても検討が必要である。 

 

（参考）鉄塔の強度対策（建て替え、改修等）と課題等 

 

（出所）経済産業省調べ 
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（参考）鉄塔の強度対策（建て替え） 

鉄塔の建て替え工法としては、既設鉄塔の隣地等に用地を確保し、新たに鉄

塔を建設する工法に加えて、既設鉄塔を包み込むように新たな鉄塔を建設する

工法も出始めてきている。 
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（参考）鉄塔の強度対策（主柱材の取り替え・補強、腹材の補強） 

鉄塔の改修工法としては、鉄塔を構成する主要な部材である主柱材の取り替

えや補強を行う工法や、主柱材間を結ぶ腹材を補強する工法もある。 
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（参考）鉄塔の強度対策（腹材の補強、支線による補強、基礎部の補強、地盤

改良） 

主柱材・腹材といった部材の取り替え・補強の他、支線を外付けし、強度を

分散させる工法や基礎部の補強や地盤改良に係る工法が存在しており、それぞ

れの特徴に応じ適用・組み合わせる必要がある。 
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（参考）事故時の状況を想定した補強の可能性について 

今般の鉄塔倒壊事故をはじめ、これまでに発生した鉄塔倒壊事故において

も、補強による改修が有効な可能性がある。 

 
（出所）事業者ヒアリング等を基に事務局作成 

 

（６）センサー等による風況・風向の把握について 

今回の鉄塔の倒壊事故や近年の自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、鉄塔周辺

の風況・風向等の気象状況に関する情報をより精緻に把握することが重要であ

る。そのために、既存の気象情報の活用に加えて、鉄塔への計測機器の設置等に

よる高度な気象情報の収集・解析が必要と考えられる。 
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（参考）既存の風速計の事例 

 

（出所）事業者ヒアリング等を基に事務局作成 
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（参考）センサー等による風況・風向の把握（鉄塔） 

風況・風向の測定に関しては、気象観測所では測定しきれない箇所（山岳地

等）の風速を測定し、風況シミュレーションの精度を向上させることや、台風

通過後の巡視点検の実施可否の判断等を目的として、風速計を設置するような

事例が存在する。 
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（参考）センサー等による風況・風向の把握（鉄道、橋梁、建築物、風力発電） 

鉄道、橋梁等の他分野においても、安全の確保を目的とし、風速計等を設置

し、風況観測や常時監視を実施している。 
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（参考）技術基準の見直しを想定した風況・風向データの活用 

特殊箇所を考慮した鉄塔の設計・改修に当たっては、該当箇所に既存の気象

情報が存在しない場合に、鉄塔周辺の気象情報の収集・活用が特に有効となる

可能性がある。 
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２．電柱 

（１）現行の技術基準の適切性 

今回の台風で損壊した電柱1,996本については、倒木や建物の倒壊（約74％）、

看板等の飛来物（約 14％）、土砂崩れ等の地盤影響（約 12％）による二次被害が

原因と推定されるものが大半であった。 

 

（２）対応の方向 

電柱の技術基準の見直しについては、損壊原因のさらなる究明、鉄塔に関する

技術基準の方向性等を踏まえ、対応する。 

また、損壊原因の大半は二次被害によるものと考えられるため、二次被害対策

を強力に進める。 

 

① 電力会社と自治体・自衛隊との連携を通じた倒木処理・伐採の迅速化、自

治体と連携した事前伐採の推進 

② 飛来物の飛散防止に関する注意喚起の徹底 

③ 無電柱化の推進 

 

（参考）各電力会社による二次被害対策 

各電力会社では、二次被害対策に取り組んでいるものの、取組内容に違いが

あるため、好事例を水平展開し、取組を広げていることが重要と考えられる。 

 

 

（３）現行の技術基準の見直しについて 

台風 15号による電柱の損壊等事故が広範囲にわたったこと、また鉄塔に関

する技術基準の見直しの方向性（地域風速の適用など）、台風が頻繁に来襲す

る地域の電力会社の取組等に鑑み、電柱の技術基準についても以下の対応によ

り、今後の台風等による電柱の被害低減に向けた検討が必要である。 
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・ 鉄塔と同様に、鉄柱にも地域別の基準風速（地域風速）を適用 

・ 電柱の中で損壊率が高い木柱の安全率をコンクリート柱並に引き上げ（1.3

～1.5から 2.0へ） 

・ 損壊等原因を更に調査した結果、連鎖倒壊が約 200本（全体の約 1割）発

生していたことが判明したため、民間の配電規程で定められている「電柱

の連鎖倒壊防止」対策を技術基準で規定 

 

① 電柱の技術基準の見直しについて 

電柱には、主にコンクリート柱、鉄柱、木柱の３種類が存在し、現在電力会

社で主に使用されるものはコンクリート柱であるが、場所等により鉄柱や木柱

も一定数存在する。 

 

（参考）コンクリート柱、鉄柱、木柱について 

 コンクリート柱 鉄柱 木柱 

 

 

 

本数 約 2,097 万本 約 62 万本 約 12 万本 

シェア 約 96％ 約３％ 約１％ 

安全率 2.0 

（JIS により規定） 

1.5 ※ 1.3～1.5 

（電圧により設定） 

その他 ・架空配電線路の施

設において一般的

に活用。 

・架空配電線路の施設において、

コンクリート柱の搬入・施設が

困難な箇所へ活用。配電線だけ

でなく送電線にも活用。 

・1950年代までは架空

配電線路の支持物と

して主に活用されて

いた。 

※一部で 2.0 で設計されている製品もある。 

 

鉄塔への地域風速の適用を踏まえ、鉄柱についても、地域基準風速の適用を

図ることが考えられる。ただし、鉄柱への地域風速の適用に当たっては、各構

造物の特徴（計測高さ等）を踏まえた風速の設定方法や、風圧荷重の計算方法
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等に留意する必要がある。 

また、台風 15号で倒壊した電柱の種類と倒壊の割合を分析すると、コンク

リート柱及び鉄柱が全体の約 0.03％程度であったのに対し、木柱は約 0.3％と

10倍の差があった。 

それぞれの電柱の技術基準上の「安全率」は、コンクリート柱は 2.0、鉄柱

は 1.5、木柱は 1.3～1.5であることから、木柱の「安全率」をコンクリート柱

並の 2.0に引き上げ、損壊事故防止に向けた底上げを図ることが望ましい。 

 

（参考）台風 15号による各電柱の損壊状況 

 

 

②電柱の技術基準の見直しについて（連鎖倒壊防止） 

台風 15号による電柱の倒壊等事故でも、倒木や飛来物の影響により倒壊し

た電柱が、他の電柱を引っ張ることで連鎖的に倒壊する現象が約 200本（全体

の約 10％）確認された（2018年の台風 21号及び 24号でも連鎖倒壊が発生）。 

電力会社では、連鎖倒壊を防止するため、民間の配電規程に基づき、支線の

設置を個別に行っているが、今回の電柱の損壊事故現場では設置されていない

箇所もあった。 

現行の技術基準では、鉄塔（特別高圧架空電線路）においては、連鎖倒壊防

止に関する規定があるところ、電柱についても同様に技術基準に連鎖倒壊防止

を規定することが考えられる。 
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（参考）電柱の連鎖倒壊と支線の事例 

 

 

（参考）電気設備の技術基準（抄） 

【支持物の倒壊の防止】 

第 32条 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造（支線を施

設する場合は、当該支線に係るものを含む。）は、その支持物が支持する

電線等による引張荷重、風速四十メートル毎秒の風圧荷重及び当該設置場

所において通常想定される気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影

響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。

ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、

その施設場所を考慮して施設する場合は、風速四十メートル毎秒の風圧荷

重の二分の一の風圧荷重を考慮して施設することができる。 

２ 特別高圧架空電線路の支持物は、構造上安全なものとすること等により

連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。 
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第５章 今後の本ワーキンググループの検討項目とスケジュールについて 

 今回取りまとめられた鉄塔及び電柱の損壊事故の調査検討結果や、この結果

を踏まえた地域の実情を踏まえた基準風速（地域風速）の適用、特殊箇所の考

慮等、今後の対策については、12月を目途に開催される総合資源エネルギー調

査会 産業構造審議会 合同 電力レジリエンスワーキンググループで報告し、

本 WGにおいても、引き続き、必要な検討項目について議論を行う予定であ

る。 
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おわりに 

本 WGでは、一連の自然災害から得られた反省と教訓を最大限に活かし、今

後の鉄塔及び電柱の技術基準のあり方を含めた対応を検討するため、調査検討

を行った。具体的には、なぜ鉄塔及び電柱は損壊したのかという原因の調査検

討から、国内外の関連する規格等の調査、技術基準のあり方、対策の方向性の

とりまとめを行った。 

今後の対策の検討については、関連する審議会等において検討されている内

容とも整合性を確保しつつ、議論を深めていくことが重要である。 
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第１回ワーキンググループ（令和元年（2019年）11月５日（火）） 

①近年の自然災害に伴う送配電設備の被害状況について 

②鉄塔・電柱に係る技術基準をめぐる現状について 

 

現地調査（令和元年（2019年）11月 10日（日）） 

①鉄塔の倒壊事故の現場調査 

②保全・復旧工事等を行った東京電力 PG等へのヒアリング調査 
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②事故原因を踏まえた現行の技術基準の適切性について 

③中間整理（案）について 
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①台風 15号における鉄塔及び電柱の損壊事故の原因調査、今後の対応について 

②中間報告書（案）について 

 


